
岩倉市区掲示板設置費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１ この要綱は、区（岩倉市区長会の設置等に関する規程（昭和６３年岩倉

市訓令第５号）第３条に規定する区をいう。以下同じ。）の掲示板の充実を促

進し、地域公共の用に供することを目的とする。 

（交付の対象） 

第２ この補助金は、掲示板を設置しようとする区に対し、その設置に要する

経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費について交付する。

ただし、１掲示板に要する経費が２０，０００円未満のものについては、こ

の補助金を交付しない。 

（補助金の額） 

第３ 第２の規定により、市の行う補助は、予算の範囲内で設置費の３分の１

以内とする。ただし、その補助の限度額は１００，０００円とする。 

（交付の申請） 

第４ 補助金の交付を受けようとする区は、岩倉市区掲示板設置費補助金交付 

申請書（様式第１）を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第５ 市長は、第４の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適

当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに交付決定通知書（様式

第２）により申請者に通知するものとする。 

（事業内容の変更） 

第６ 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が当該決

定に係る事業の内容を変更しようとするときは、速やかに岩倉市区掲示板設

置費補助金変更交付申請書（様式第３）により市長の承認を受けなければな

らない。 

（実績報告） 

第７ 補助事業者は、補助事業を完了したときは、完了の日から起算して３０

日を経過した日又は当該年度の３月３１日までのいずれか早い日までに岩倉

市区掲示板設置費補助金実績報告書（様式第４）を市長に提出しなければな

らない。 

 （補助金の交付） 

第８ 市長は、第７の実績報告書の提出があったときは、補助事業完了検査を



行い、補助金の交付の決定内容に適合すると認めた後、交付する。 

 （交付の決定の取消し又は補助金の返還） 

第９ 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部

若しくは一部を返還させることができる。 

(1) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為   

があったとき。 

（財産の処分の制限） 

第１０ 補助事業者は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けない

で処分してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）に定められている期間を経過した場合は、この

限りでない。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和５８年４月１日から適用する。 

   附 則   

 この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６０年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年１月２３日から施行する。 

 

 



様式第１（第４関係） 

                             年  月  日 

 岩倉市長       殿 

 

                  区 名 

 

                  区長名                

 

 

           岩倉市区掲示板設置費補助金交付申請書 

 

 岩倉市区掲示板設置費補助金交付要綱第４の規定に基づき、区掲示板設置費に係る

補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

                   記  

 

１ 補助事業の目的 

 

 

 

２ 補助事業の内容及び補助金額 

設置場所 
補助事業に要

する経費 
補助対象事業内容 補助率 補助金額 

   

 

１/3 

 

 

       

３ 添付書類 

 (1) 位置図 

 (2) 構造図 

 (3) 収支予算書（別紙） 

 (4) 見積書 



別紙 

収  支  予  算  書 

 

１ 収入                         （単位：円） 

区   分 金   額 説   明 

岩倉市区掲示板設置費

補助金 

  

合   計   

 

２ 支出                         （単位：円） 

区   分 金   額 説   明 

補 

助 

対 

象 

経 
費 

   

小   計   

対 

象 

外 

経 

費 

   

小   計   

合   計   

 

備考 １ 本事業に要する収入及び支出を記載してください。 

   ２ 支出のうち補助対象外経費がない場合は、対象外経費欄に斜線を引いて 

ください。 



様式第２（第５関係） 

 

                             第     号 

               様 

 

 

    年 月 日付けで申請のあった区掲示板設置費補助金については、岩倉市区

掲示板設置費補助金交付要綱第５の規定に基づき、下記のとおり交付する。 

 

      年  月  日 

 

                        岩倉市長 

 

 

                    記 

 

 １ 補助金交付決定額 

                    円 

 

 ２ 補助の条件    

    補助事業の目的以外に使用しないこと。 

 

 



様式第３（第６関係） 

                              年  月  日 

  

岩倉市長        殿 

 

                    区 名 

                    区長名               

   

  

         岩倉市区掲示板設置費補助金変更交付申請書 

 

     年  月  日付け指令   第  号で交付決定された補助事業の内容

を変更したいので、岩倉市区掲示板設置費補助金交付要綱第６の規定に基づき、下記

のとおり申請します。 

                    記 

 

１ 補助事業の内容を変更しようとする理由 

 

 

２ 変更しようとする補助事業の内容及び補助金額 

  補助事業に

要する経費 

補助対象

事業内容 
補助基準額 補助率 補助金額 

 

変更前 

 

    

 

１ 

― 

３ 

 

 

変更後 

 

    

３ 添付書類 

 (1) 変更事業費見積書 

 (2) 構  造  図 



様式第４（第７関係） 

 

                             年  月  日 

 

 岩倉市長       殿 

 

                   区 名 

                   区長名               

       

 

           岩倉市区掲示板設置費補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け   第  号で交付決定された区掲示板設置費補助

金に係る補助事業が完了したので、岩倉市区掲示板設置費補助金交付要綱第７の規定

に基づき、下記のとおり報告します。 

 

                   記 

 

１ 補助事業の内容及び補助金額 

 
設置場所 

補助事業に

要した経費 

補助対象

事業内容 
補助基準額 補助率 補助金額 

交

付 

決

定 

分 

     

１ 

― 

３ 

 

実

績

分 

    
１ 

― 

３ 

 

２ 添付書類 

 (1) 岩倉市区掲示板設置費補助金に係る収支精算書（別紙１） 

 (2) 契約書及び領収書の写し 

 (3) 写真 

（4）請求書（別紙２） 

 (5) その他市長が必要とする書類



別紙１ 

岩倉市区掲示板設置費補助金に係る収支精算書 

 

１ 収入                        （単位：円） 

区   分 
金   額 

未収入額 説   明 
当初 収入済額 

岩倉市区掲示板設置

費補助金 
    

合   計     

 

２ 支出                        （単位：円） 

区   分 
金   額 

不用額 説   明 
当初 支出済額 

補 

助 

対 

象 
経 

費 

     

小   計     

対 

象 

外 

経 

費 

     

小   計     

合   計     

 

備考 １ 本事業に要した収入及び支出を記載してください。 

   ２ 支出のうち補助対象外経費がない場合は、対象外経費欄に斜線を引いて 

ください。 



別紙２ 

請    求    書 

 

 

            金       円也 

 

 

 

  ただし、   年度岩倉市区掲示板設置費補助金として上記の金額をお渡しく 

 ださい。 

 

 

      年  月  日 

 

                 住所 

 

                 氏名                 

 

 

 

 岩倉市長       殿 

 

 

振込先金融機関名及び

支店名 
預金の種類 口座番号 

口座名義 

（フリガナ） 

 

 

 

 １普通 

 ２当座 

 ３貯蓄 

  

 


